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A

議
案
第
８
号

鳥
取
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
議
会

の
議
決
を
求
め
る
。

　
　
令
和
５
年
６
月
９
日
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
鳥
取
県
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
54
年
鳥
取
県
条
例
第
31
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前
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B

目
次

　
第
１
章
・
第
２
章
　
略

　
第
３
章
　
都
市
公
園
の
管
理
（
第
２
条
－
第
22
条
）

　
第
４
章
・
第
５
章
　
略

　
附
則
　

　
　
　
第
３
章
　
都
市
公
園
の
管
理

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
）

第
３
条
　
知
事
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
24
4条
の
２

目
次

　
第
１
章
・
第
２
章
　
略

　
第
３
章
　
都
市
公
園
の
管
理
（
第
１
条
の
７
－
第
22
条
）

　
第
４
章
・
第
５
章
　
略

　
附
則
　

　
　
　
第
３
章
　
都
市
公
園
の
管
理

（
管
理
の
原
則
）

第
１
条
の
７
　
都
市
公
園
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
そ
の
有
す
る
多
様
な
機
能

を
最
大
限
に
発
揮
で
き
る
よ
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
の
特
性
に
応
じ
た
効

果
的
な
管
理
運
営
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
パ
ー
ク
Ｐ
Ｆ
Ｉ
（
法
第

５
条
の
２
か
ら
第
５
条
の
９
ま
で
の
規
定
に
よ
り
飲
食
店
、
売
店
等
の
公

園
施
設
の
設
置
又
は
管
理
を
行
う
民
間
事
業
者
を
公
募
に
よ
り
選
定
す
る

制
度
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
積
極
的
な
活
用
等
に
よ
る
多
様
な
主
体

の
参
画
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
）

第
３
条
　
知
事
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
24
4条
の
２
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A

第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
っ
て
知
事
が
指
定

す
る
も
の
（
以
下
「
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。
）
に
、
別
表
第
３
に
掲
げ

る
公
園
（
以
下
「
指
定
管
理
者
管
理
公
園
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
、
当
該

公
園
の
施
設
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
業
務
そ
の
他
指
定
管
理
者
管
理

公
園
の
管
理
に
関
す
る
業
務
（
次
に
掲
げ
る
業
務
を
除
く
。
）
を
行
わ
せ

る
も
の
と
す
る
。

　（
１
）　
略

　（
２
）　
第
７
条
第
１
項
及
び
第
２
項
の
許
可

　（
３
）　
前
２
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
都
市
公
園
の
管
理
に
関
す
る
業

務
の
う
ち
知
事
の
み
の
権
限
（
法
の
規
定
に
よ
る
公
園
管
理
者
の
権
限

を
含
む
。
）
に
属
す
る
業
務

２
　
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
を
行
わ
せ
て
い
る
指
定
管
理

　
者
管
理
公
園
に
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
公
園
施
設

第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
っ
て
知
事
が
指
定

す
る
も
の
（
以
下
「
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。
）
に
、
別
表
第
３
に
掲
げ

る
公
園
（
以
下
「
指
定
管
理
者
管
理
公
園
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
、
当
該

公
園
の
施
設
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
業
務
そ
の
他
指
定
管
理
者
管
理

公
園
の
管
理
に
関
す
る
業
務
（
次
に
掲
げ
る
業
務
を
除
く
。
）
を
行
わ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。

　（
１
）　
略

　 　（
２
）　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
都
市
公
園
の
管
理
に
関
す
る
業
務

の
う
ち
知
事
の
み
の
権
限
（
法
の
規
定
に
よ
る
公
園
管
理
者
の
権
限
を

含
む
。
）
に
属
す
る
業
務

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
業
務
の
う
ち
、
法
第
６

条
第
１
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
は
、
そ
の
対
象
と
な
る
物

件
が
法
第
７
条
第
１
項
第
６
号
に
掲
げ
る
仮
設
工
作
物
（
当
該
指
定
管
理

者
が
指
定
管
理
を
行
う
指
定
管
理
者
管
理
公
園
の
設
置
目
的
に
適
合
す
る

も
の
で
あ
っ
て
、
定
型
的
な
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
も
の

と
す
る
。

３
　
知
事
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
を
行
わ
せ
て
い
る
指
定
管

理
者
管
理
公
園
に
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
公
園
施
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B

　
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
又
は
設
置
さ
れ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規

　
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
公
園
施
設
（
以
下
「
指
定
管
理
者
管
理
公
園
施

　
設
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
指
定
管
理
者
管
理
公
園
の
指
定
管
理

　
者
と
は
別
に
指
定
管
理
者
を
指
定
（
以
下
「
追
加
指
定
」
と
い
う
。
）
し

　
て
、
施
設
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
業
務
そ
の
他
当
該
指
定
管
理
者
管

　
理
公
園
施
設
の
管
理
に
関
す
る
業
務
（
前
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
除

く
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　（
１
）・
（
２
）　
略

（
指
定
管
理
者
の
管
理
の
期
間
）

第
５
条
　
指
定
管
理
者
が
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
期
間
は
、

同
項
に
規
定
す
る
知
事
の
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の

４
月
１
日
（
当
該
指
定
を
受
け
た
日
が
４
月
１
日
で
あ
る
場
合
は
、
当
該

日
）
か
ら
５
年
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
指
定
に
よ
る
期
間
の
更
新
を
妨

げ
な
い
。

２
　
第
３
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
追
加
指
定
さ
れ
た
指
定
管
理
者
が
当
該

追
加
指
定
に
係
る
業
務
を
行
う
期
間
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

設
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
又
は
設
置
さ
れ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
１
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
公
園
施
設
（
以
下
「
指
定
管
理
者
管
理
公

　
園
施
設
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
指
定
管
理
者
管
理
公
園
の
指
定

　
管
理
者
と
は
別
に
指
定
管
理
者
を
指
定
（
以
下
「
追
加
指
定
」
と
い

う
。
）
し
て
、
施
設
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
業
務
そ
の
他
当
該
指
定

管
理
者
管
理
公
園
施
設
の
管
理
に
関
す
る
業
務
（
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る

業
務
を
除
く
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　（
１
）・
（
２
）　
略

（
指
定
管
理
者
の
管
理
の
期
間
）

第
５
条
　
指
定
管
理
者
が
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
期
間
は
、

同
項
に
規
定
す
る
知
事
の
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の

４
月
１
日
（
当
該
指
定
を
受
け
た
日
が
４
月
１
日
で
あ
る
場
合
は
、
当
該

日
）
か
ら
５
年
間
（
パ
ー
ク
Ｐ
Ｆ
Ｉ
に
よ
る
民
間
事
業
者
の
公
募
と
併
せ

て
指
定
管
理
者
の
公
募
を
行
う
指
定
管
理
者
管
理
公
園
に
あ
っ
て
は
、
効

果
的
な
パ
ー
ク
Ｐ
Ｆ
Ｉ
の
実
施
に
必
要
な
期
間
と
し
て
知
事
が
定
め
る
期

間
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
指
定
に
よ
る
期
間
の
更
新
を
妨
げ
な
い
。

２
　
第
３
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
追
加
指
定
さ
れ
た
指
定
管
理
者
が
当
該

追
加
指
定
に
係
る
業
務
を
行
う
期
間
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
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A

指
定
管
理
者
管
理
公
園
施
設
ご
と
に
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
当
該
指
定
管

理
者
管
理
公
園
施
設
が
設
置
さ
れ
て
い
る
指
定
管
理
者
管
理
公
園
に
係
る

指
定
管
理
者
が
業
務
を
行
う
期
間
が
満
了
す
る
ま
で
の
間
と
す
る
。

（
行
為
の
制
限
）

第
７
条
　
都
市
公
園
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
よ
う
と
す

る
者
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　（
１
）～
（
４
）　
略

２
　
前
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
許
可
を
受
け
た
事
項
を
変
更
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
知
事
の
許
可
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　 ３
　
知
事
は
、
前
２
項
の
許
可
に
係
る
行
為
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合
は
、
前
２
項
の
許
可
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

　 　（
１
）～
（
３
）　
略

４
　
知
事
は
、
第
１
項
及
び
第
２
項
の
許
可
に
、
都
市
公
園
の
管
理
の
た
め

必
要
な
範
囲
内
で
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

指
定
管
理
者
管
理
公
園
施
設
ご
と
に
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
当
該
指
定
管

理
者
管
理
公
園
施
設
が
設
置
さ
れ
て
い
る
指
定
管
理
者
管
理
公
園
に
係
る

指
定
管
理
者
が
業
務
を
行
う
期
間
が
満
了
す
る
ま
で
の
間
と
す
る
。

（
行
為
の
制
限
）

第
７
条
　
都
市
公
園
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
よ
う
と
す

る
者
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
知
事
（
指
定
管
理
者
管
理
公

園
に
あ
っ
て
は
、
指
定
管
理
者
）
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　（
１
）～
（
４
）　
略

２
　
前
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
許
可
を
受
け
た
事
項
を
変
更
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
知
事
（
指
定
管
理
者
管

理
公
園
に
あ
っ
て
は
、
指
定
管
理
者
）
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３
　
知
事
（
指
定
管
理
者
管
理
公
園
に
あ
っ
て
は
、
指
定
管
理
者
）
は
、
前

２
項
の
許
可
に
係
る
行
為
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、

前
２
項
の
許
可
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

　（
１
）～
（
３
）　
略

４
　
知
事
（
指
定
管
理
者
管
理
公
園
に
あ
っ
て
は
、
指
定
管
理
者
）
は
、
第

１
項
及
び
第
２
項
の
許
可
に
、
都
市
公
園
の
管
理
の
た
め
必
要
な
範
囲
内
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（
有
料
公
園
施
設
の
利
用
の
許
可
）

第
８
条
　
指
定
管
理
者
管
理
公
園
の
施
設
の
う
ち
、
利
用
に
当
た
っ
て
当
該

施
設
の
利
用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。
）
を
徴
収
す

る
施
設
（
以
下
「
有
料
公
園
施
設
」
と
い
う
。
）
は
、
指
定
管
理
者
が
あ

ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
得
て
定
め
る
。

２
～
４
　
略

（
措
置
命
令
等
）

第
10
条
　
略

２
　
略

３
　
指
定
管
理
者
は
、
法
又
は
こ
の
条
例
に
規
定
す
る
知
事
の
許
可
を
受
け

て
指
定
管
理
者
管
理
公
園
を
利
用
す
る
者
が
第
１
項
の
命
令
に
従
わ
な
い

と
き
は
、
知
事
に
当
該
許
可
の
取
消
し
そ
の
他
の
処
分
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
使
用
料
）

第
14
条
　
法
第
５
条
第
１
項
若
し
く
は
法
第
６
条
第
１
項
若
し
く
は
第
３
項

で
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
有
料
公
園
施
設
の
利
用
の
許
可
）

第
８
条
　
指
定
管
理
者
管
理
公
園
の
施
設
の
う
ち
、
利
用
に
当
た
っ
て
当
該

施
設
の
利
用
に
係
る
料
金
を
徴
収
す
る
施
設
（
以
下
「
有
料
公
園
施
設
」

と
い
う
。
）
は
、
指
定
管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
得
て
定
め

る
。

２
～
４
　
略

（
措
置
命
令
等
）

第
10
条
　
略

２
　
略

３
　
指
定
管
理
者
は
、
法
に
規
定
す
る
知
事
の
許
可
を
受
け
て
指
定
管
理
者

管
理
公
園
を
利
用
す
る
者
が
第
１
項
の
命
令
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
知
事

に
当
該
許
可
の
取
消
し
そ
の
他
の
処
分
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
使
用
料
）

第
14
条
　
法
第
５
条
第
１
項
若
し
く
は
法
第
６
条
第
１
項
若
し
く
は
第
３
項
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の
許
可
を
受
け
た
者
（
法
第
９
条
の
規
定
に
よ
り
知
事
と
協
議
が
成
立
し

た
者
を
含
む
。
）
又
は
第
７
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
の
許
可
を
受
け

た
者
に
対
し
て
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
別
表
第
５
に
定
め

る
額
の
使
用
料
を
徴
収
す
る
。

２
・
３
　
略

（
利
用
料
金
）

第
15
条
　
利
用
料
金
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
指
定
管
理
者
に
そ

の
収
入
と
し
て
収
受
さ
せ
る
。

２
・
３
　
略

（
監
督
処
分
）

第
17
条
　
知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、

第
７
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
の
許
可
を
取
り
消
し
、
そ
の
効
力
を
停

止
し
、
又
は
そ
の
条
件
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
許
可
（
知
事
の
許
可
に
限
る
。
）
を
受
け
た
者
（
法
第
９
条
の
規
定
に

よ
り
知
事
と
協
議
が
成
立
し
た
者
を
含
む
。
）
又
は
第
７
条
第
１
項
若
し

く
は
第
２
項
の
許
可
（
知
事
の
許
可
に
限
る
。
）
を
受
け
た
者
に
対
し
て

は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
別
表
第
５
に
定
め
る
額
の
使
用
料

を
徴
収
す
る
。

２
・
３
　
略

（
利
用
料
金
）

第
15
条
　
法
第
６
条
第
１
項
若
し
く
は
第
３
項
の
許
可
（
知
事
の
許
可
を
除

く
。
）
に
係
る
都
市
公
園
の
占
用
、
第
７
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
の

許
可
（
知
事
の
許
可
を
除
く
。
）
に
係
る
行
為
又
は
有
料
公
園
施
設
の
利

用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。
）
は
、
別
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
指
定
管
理
者
に
そ
の
収
入
と
し
て
収
受
さ
せ
る
。

２
・
３
　
略

（
監
督
処
分
）

第
17
条
　
知
事
（
指
定
管
理
者
管
理
公
園
に
あ
っ
て
は
、
指
定
管
理
者
）
は
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
７
条
第
１
項

若
し
く
は
第
２
項
の
許
可
を
取
り
消
し
、
そ
の
効
力
を
停
止
し
、
又
は
そ



─  32 ─

B

　 　（
１
）～
（
５
）　
略

２
　
知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第

７
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
の
許
可
を
受
け
た
者
に
対
し
て
、
前
項
に

規
定
す
る
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　（
１
）～
（
３
）　
略

別
表
第
３
（
第
３
条
関
係
）

１
　
略

２
　
鳥
取
県
立
東
郷
湖
羽
合
臨
海
公
園
（
引
地
地
区
を
除
く
。
）

３
　
鳥
取
県
立
東
郷
湖
羽
合
臨
海
公
園
（
引
地
地
区
に
限
る
。
）

の
条
件
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　（
１
）～
（
５
）　
略

２
　
知
事
（
指
定
管
理
者
管
理
公
園
に
あ
っ
て
は
、
指
定
管
理
者
）
は
、
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
７
条
第
１
項
又

は
第
２
項
の
許
可
を
受
け
た
者
に
対
し
て
、
前
項
に
規
定
す
る
処
分
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　（
１
）～
（
３
）　
略

別
表
第
３
（
第
３
条
関
係
）

１
　
略

２
　
鳥
取
県
立
東
郷
湖
羽
合
臨
海
公
園
（
藤
津
地
区
、
浅
津
地
区
及
び
南

谷
地
区
）

３
　
鳥
取
県
立
東
郷
湖
羽
合
臨
海
公
園
（
引
地
地
区
及
び
長
和
田
地
区
）

４
　
鳥
取
県
立
東
郷
湖
羽
合
臨
海
公
園
（
は
わ
い
長
瀬
地
区
及
び
宇
野
地

区
）

　
　
　
附
　
則

（
施
行
期
日
）
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１
　
こ
の
条
例
は
、
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
準
備
行
為
）

２
　
改
正
後
の
鳥
取
県
都
市
公
園
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
及
び
こ
れ
に
関
し
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ

の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
施
行
日
前
に
改
正
前
の
鳥
取
県
都
市
公
園
条
例
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
許
可
そ
の
他
の
行
為
は
、
新
条
例
の
相
当
す
る
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
許
可
そ
の
他
の
行
為

と
み
な
す
。


